
川崎都市計画公園の変更（川崎市決定） 

 

都市計画公園中5･5･101号富士見公園を次のように変更する。 

種 別 

名 称 

位 置 面 積 備 考 

番 号 公 園 名 

総合公園 5･5･101 富士見公園 
川崎市川崎区 

富士見１丁目、２丁目 
約 17.0 ha  

「区域は計画図表示のとおり」 

理 由 別紙理由書による。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



理 由 書 

 

川崎都市計画公園の変更（５・５・１０１号 富士見公園の変更） 

 

都市内の公園緑地は、良好な市街地環境の保持や円滑な都市生活の確保など、快適で潤いのある都市環

境を形成するうえで根幹となる施設です。 

富士見公園は、本市の総合計画である「川崎再生フロンティアプラン」において、周辺市民利用施設を

含め、総合的・一体的な整備を推進する地区である「富士見周辺地区」の中心となる施設であり、「川崎

市都市計画マスタープラン川崎区構想」においても、富士見公園周辺地区のまちづくりと連携しながら、

都市のオアシス空間として、緑豊なくつろぎの場やスポーツ・レクリエーション活動の場を確保し、公園

機能の再整備に努めるものとして位置付けております。 

こうした中、本市では、平成２０年３月に富士見周辺地区の整備を推進するため「富士見周辺地区整備

基本計画」を取りまとめ、平成２３年３月には、富士見公園及び周辺市民利用施設の今後の整備の進め方

を示した「富士見周辺地区整備実施計画」を策定しました。 

本案は、富士見公園について「富士見周辺地区整備実施計画」等に基づき、周辺地区のまちづくりと連

携しながら、都心における総合公園としての機能回復や、スポーツ・文化・レクリエーション活動の拠点

機能強化を図るため、富士見公園を変更するものです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

新旧対照表 

都市計画公園中5･5･101号富士見公園を次のように変更する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新 

 

旧 

種 別 

名 称 

位 置 面 積 備 考 

番 号 公 園 名 

新 総合公園 5･5･101 富士見公園 
川崎市川崎区 

富士見１丁目、２丁目 
約 17.0 ha  

旧 総合公園 5･5･101 富士見公園 
川崎市川崎区 

富士見１丁目、２丁目 
約 16.3 ha

野球場、テニスコート、 

プール、広場、植栽ほか 


